
（仮称）せんだい支えあいのまち推進プラン
の方向性②

1
資料１－2

［本日ご議論いただきたい点］

〇基本理念、基本目標、基本的方向の修正内容

〇施策の方向
・盛り込むべき内容
・6年間で重点的に取り組む施策 等



基本的方向 1 

多様性を認めあい、社会とつながる環境づくりの推進
2

◆共生の意識を高める取り組みの推進 ◆ニーズに合った多様な居場所づくり

◆誰もが暮らしやすい生活環境の整備

〇5-2 バリアフリーのまちづくり
・「仙台市ひとにやさしいまちづくり条例」に基づく建築物等の
バリアフリー化の促進

・「ひとにやさしいまちづくり推進協議会」との連携・協力による
市民や事業者への啓発活動

・バリアフリー新法に基づく交通施設や建築物等のバリアフリー化
の推進

・「交通バリアフリー教室」の実施

◆就労や住まいの確保の支援の推進

〇4-3 生活困窮者等の自立支援の推進
・自立相談支援事業
・住居確保給付金
・就労準備支援事業
・一時生活支援事業
・生活困窮者就労訓練事業の推進

〇5-4 保健福祉サービスの充実
・障害者就労支援体制の充実
・地域生活支援拠点事業

〇1-1 地域保健福祉に関する学びの機会の充実
・保健福祉に関する各種講座、出前講座
・地域福祉セミナー、ボランティアフォーラム
・ボランティアセンターにおけるボランティアに関する各種講座
・ボランティアセンターによる夏のボランティア体験会
・学校における福祉教育

〇5-2 バリアフリーのまちづくり
・障害者差別解消の推進
・障害者週間に合わせた「心のバリアフリー」理念の普及促進

〇5-3 権利擁護の推進

・子どもの権利に関する意識啓発、人権教育の推進

〇2-1 地域団体による福祉活動の充実・強化
・地区社会福祉協議会による小地域福祉ネットワーク活動

〇3-2 地域資源の有効活用

・保育所地域子育て支援事業、保育所地域活動事業

〇4-1 地域における相談支援機能の充実

・ひきこもり者地域支援事業
・子育てふれあいプラザ（のびすく）運営事業

■一人ひとりを尊重し、社会と関わりながら生きていく意識を
育む取り組みの推進

（参考：現計画の施策の方向と事業の例）

※その他想定される事業の例

■本人や世帯の状態やニーズに応じた、多様な形の居場所
づくりの推進

（参考：現計画の施策の方向と事業の例）

■様々な事情で就労や住まいの確保に課題を抱える方に対する、
多様な分野の取り組みと連携した支援の充実

■施設や交通環境の整備の推進と情報アクセシビリティの向上

（参考：現計画の施策の方向と事業の例） （参考：現計画の施策の方向と事業の例）

※その他想定される事業の例

・子ども食堂、認知症カフェ

・社会を明るくする運動、成年後見セミナー

※その他想定される事業の例

・住宅セーフティネット機能の向上



基本的方向 2 

地域の課題に気づき、解決を図る地域力の強化
3

◆地域の様々な主体による活動の充実・強化

〇2-1 地域団体による福祉活動の充実・強化
・地域保健福祉を担う町内会、民生委員、地区社会福祉協議会、
老人クラブなどへの活動支援

・子育てふれあいプラザ（のびすく）における子育て支援ボランティア
活動に対する支援

〇4-2 地域を構成するさまざまな主体間の重層的ネットワークの構築
・ボランティアセンターによる地域福祉推進のための企業との連携事業
・学校支援地域本部事業

〇5-1 身近な地域における交流活動事業や団体・グループ活動への支援
・区民協働まちづくり事業 ・まちづくり支援専門家派遣事業

◆地域福祉活動への参加と人材育成の促進

〇1-2 身近な地域で活動しやすい環境づくり
・地域のボランティア育成講座
・認知症サポーター養成講座及びキャラバン・メイト養成研修
・介護予防運動サポーター養成研修

〇1-3 地域保健福祉活動への参画の動機づけとなる情報の提供
・地域活動に関する情報提供、地域情報ファイル
・社協だより、ボランティアセンターだよりの発行

〇1-4 仙台の強みを活かした新たな担い手の育成
・地域防災リーダー養成・支援事業
・市民協働によるまちづくりの推進
・小地域福祉ネットワーク活動への支援

◆コミュニティソーシャルワーカー等による
地域福祉活動支援の充実

〇1-4 仙台の強みを活かした新たな担い手の育成
・小地域福祉ネットワーク活動への支援

〇2-2 CSWによる地域支援活動と人材育成の促進
・地域支援推進のためのCSWの育成強化、CSWによる地域支援活動
・安心の福祉のまちづくり事業

〇4-2 地域を構成する様々な主体間の重層的ネットワークの構築
・地域包括ケアシステム構築に向けた機能強化のための専任職員の配置

◆災害に備える地域づくり

〇3-3 災害に強い地域づくり
・新たな避難所運営マニュアルの作成
・防災意識の普及啓発強化事業
・地域防災リーダー養成・支援事業（再掲）
・地域における自主防災活動への支援
・災害時要援護者避難支援の推進
・福祉避難所の機能強化
・障害者災害対策推進事業（災害時ボランティア養成事業）の実施

■ 地域福祉活動に関する広報の充実
■ 各種研修や養成講座による担い手の育成

（参考：現計画の施策の方向と事業の例）

■ 地域の様々な団体等による多様な支え合い活動の活性化
を図るための支援の充実

■ まちづくりに関する分野と一体となった取り組みの推進

（参考：現計画の施策の方向と事業の例）

（参考：現計画の施策の方向と事業の例）

（参考：現計画の施策の方向と事業の例）

■ CSWや生活支援コーディネーター等を配置し、地域課題解決
に向けた住民主体の活動のサポートやネットワークづくり
を推進

■ 災害時要援護者への支援体制づくりや円滑な避難所運営の
確保、防災・減災の取り組みへの支援を推進

■ コロナの影響を踏まえた地域活動への支援

※その他想定される事業の例

・地域とCSWの協働による課題解決推進地区への支援
・CSWと生活支援コーディネーターが連携した取り組みの推進

※想定される事業の例

・感染予防に留意した活動実践の情報提供



4（参考）仙台市のCSWと生活支援コーディネーターについて 4

コミュニティソーシャルワーカー（CSW） 第2層生活支援コーディネーター

配置場所 市社会福祉協議会各区・支部事務所（6か所） 地域包括支援センター（52か所）

活動圏域 行政区 日常生活圏域（おおむね中学校区域）

役割 地域住民主体の支えあい活動の支援 高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備の推進

これまで
の経過

市社協各区・支部事務所にCSWを配置
復興公営住宅整備地域における住民主体の
見守り・支えあい体制づくりを支援
（※CSWは各区・支部2名ずつ計12名）

市内各地域において住民主体の
見守り・支えあい体制づくりを支援
（地域とCSWの協働による課題解決
推進地区への支援等）

太白区において多機関の協働による包括的
支援体制構築事業のモデル事業を実施

全市展開

第1層生活支援コーディネーターとして
生活支援コーディネーター（第2層）の
活動を支援

2か年で全50地域包括支援センターに
第2層生活支援コーディネーターを配置

地域包括支援センター増設（2か所）
→全52地域包括支援センターに第2層生活支援
コーディネーターを配置

第1層生活支援コーディネーターを市社協各区支部
事務所に配置

H27
～28

H25

(～継続)

H30H30

R2

H29

(～継続)

R2

●CSWの体制強化を実施
・正職員3名、嘱託職員3名増員
・各区支部事務所の地域とかかわる職員全員
に「CSW」を発令

地域に密着した活動を行う第2層と、区レベルで
第2層の活動を支援する第1層を重層的に設置

→地域包括ケアシステムの構築に向けた
取り組みを推進

地域福祉活動支援の強化

個別支援の強化

●第2層生活支援コーディネーターの役割
・資源開発
（地域に不足するサービス（支え合い活動）の創出、
担い手の養成、高齢者等が活動する場の確保等）

・ネットワーク構築
（関係者間の情報共有、連携の体制づくり等）

・ニーズと取組のマッチング
（地域の支援ニーズと、地域内の活動のマッチング等）



基本的方向 3 

多機関の協働による、相談を受けとめよりそい続ける支援の推進
5

◆身近な相談機能の充実

◆多様な福祉ニーズに対応していくための
福祉サービスの促進

◆複合的な課題にチームで対応するための
仕組みづくり

〇2-1 地域団体による福祉活動の充実・強化
・地域での見守り等の活動を通じた課題の把握
・地区社会福祉協議会による小地域福祉ネットワーク活動（再掲）

〇4-1 地域における相談支援機関の充実
・地域における各種相談員の活動に対する支援

〇4-2 地域を構成するさまざまな主体間の重層的ネットワークの構築
・高齢者等の消費者被害防止見守り事業
・民間企業との連携による高齢者等の見守り活動

〇2-3 相談支援機関によるコーディネート機能の強化・人材の育成
・生活困窮者自立支援事業、妊娠・出産包括支援事業

〇4-1 地域における相談支援機能の充実
・女性に対する暴力の防止と被害者支援に向けた取り組みの強化
・障害者相談支援事業所による相談事業
・ひきこもり者地域支援事業
・自殺対策事業
・地域包括支援センターによる相談事業
・子育てふれあいプラザ（のびすく）運営事業

〇5-3 権利擁護の推進
・権利擁護センター（まもりーぶ仙台）による日常生活自立支援事業

〇4-2 地域を構成するさまざまな主体間の重層的ネットワークの構築
・生活困窮者自立支援事業（再掲）
・障害者の相談支援体制推進事業
・ひきこもり者地域支援事業（再掲）
・地域ケア会議推進事業の実施
・地域包括支援センターによる包括圏域会議の開催
・妊娠・出産包括支援事業（再掲）
・児童虐待予防に向けた関係機関との連携推進

〇5-3 権利擁護の推進
・成年後見サポート推進協議会の運営

〇5-4 保健福祉サービスの充実
・冊子・リーフレット・ホームページ等による情報提供
・保健福祉サービス従事者向け研修
・社会福祉法人及び施設などに対する指導監査
・苦情解決体制の整備状況調査を通じた指導・助言
・福祉サービス第三者評価の促進 ・障害者福祉センター整備事業
・要医療的ケア障害者等支援事業 ・障害者グループホーム整備促進
・地域リハビリテーション支援事業
・介護人材の確保

（参考：現計画の施策の方向と事業の例）

（参考：現計画の施策の方向と事業の例）

（参考：現計画の施策の方向と事業の例）

（参考：現計画の施策の方向と事業の例）

■ 地域住民や団体、企業等、地域の様々な主体による

見守り活動を通じた予防的支援の充実

■ 各専門相談機関等における総合的な相談支援機能の充実

■ 福祉サービスに関する情報提供の充実
■ 福祉人材の育成
■ 安心して利用できる福祉サービス基盤の整備

■ 多職種・多機関による支援ネットワークの充実

■ 多機関の協働による包括的な相談支援体制のあり方

■ アウトリーチ支援の推進

◆日頃の見守り活動の促進

※想定される事業の例

・多様な機関によるアウトリーチ支援の充実

※その他想定される事業の例
・認知症の人の見守りネットワーク事業

※想定される事業の例
・CSWの多機関協働による包括的支援体制づくり事業との連携



（参考）仙台市における保健福祉関係相談機関 6
高齢 障害等 子ども・子育て 生活困窮等

市
域

・障害者総合支援センター
「ウェルポートせんだい」

・視覚障害者支援センター
・難病サポートセンター
・発達相談支援センター
「北部/南部アーチル」

・自閉症児者相談センター
・精神保健福祉総合センター
「はあとぽーと仙台」

・こころの絆センター（自殺対
策推進センター）

・障害者就労支援センター
・ひきこもり地域支援センター

・児童相談所
・子供相談支援センター
・ひとり親家庭等相談支援セン
ター

・いじめ等相談支援室 S-KET

・わんすてっぷ（生活困窮者自
立相談支援事業）

区
域

・のびすく（子育てふれあいプ
ラザ等）

身
近
な
地
域

・地域包括支援センター
（52か所）

・居宅介護支援事業所（ケ
アマネジャー）

・障害者相談支援事業所（16か
所）

・計画相談支援事業所

・保育所等地域子育て支援セン
ター（室）

・児童館、児童センター

高齢者総合相談
（障害高齢課）

障害者総合相談
（障害高齢課）

子ども家庭応援センター
（家庭健康課・保育給付課・宮城総合
支所保健福祉課）

子育て世代包括支援センター
（家庭健康課・総合支所保健福祉課）

子ども家庭総合支援拠点

区役所（保健福祉センター）

保護課

市社会福祉協議会各区・支部事務所

民生委員・児童委員

※主なもの



社会復帰意欲の喚起
（働き掛け）

支援者（機関）間の
相互理解

理解促進・啓発

地域生活支援
（息の長い支援）

特性への対応

課 題

再犯防止推進の取り組みの視点

7

被害者への配慮
地域の安全安心

基本の視点

取り組みの視点

被害者支援、
地域の安全安心の推進

支援へのつなぎと、
息の長い支援のための
関係機関等の連携推進

地域での立ち直りを
支える取り組みの推進

立ち直り支援への理解
と協力を広げる取り組
みの推進

・更生支援への理解
・支援者の掘り起こし
・依存症、障害等理解

・社会復帰意欲の喚起
・支援機関等の情報共有
・連絡相談の仕組み
・支援に係る協力体制

・（必要なサービスの提供）
・日常の見守り
・専門的知見の活用

・被害者支援
・新たな犯罪被害防止

必要な対応

7

仙台市健康福祉局社会課

R2.7.15開催
第3回再犯防止推進
協議会資料



8

内容 ご意見

計画期間 （6年間とすることに異議なし）

●進捗管理の方法について （→詳細は今後検討）

基本理念 （異議なし）

基本目標 ●再犯防止やコロナ禍等を踏まえ「誰も見捨てない」「誰も孤立させない」というメッセージを入れてもらい
たい。

●新型コロナウイルスで潜在化していた問題が表面化したように、いつでも誰でも困る可能性がある。計画の
対象を子供や高齢者、障害者、犯罪者、ホームレス等と特定することなく、誰もが支えあいの対象になると
イメージを用意する必要がある。

●「みんなで」というところを強調してもらいたい。この先、自分だけ、家庭だけ、学校だけ、地域だけでは
難しい状況になっていく。大きい、小さいはあっても、間違いは誰でも起こす。互いに許し合い、支えあい、
つながりながらも自分できちんと生きていく、そういう環境をみんなでつくっていくということが大切。

基本的
方向
(全体的な
表現)

●よりそう、支えあうなど、福祉のまちのプランだとわかるようなキーワードが入るとよい。

●多様性を認めあい、社会とつながるというとき、社会が事情を抱えた方に手を差し伸べるというニュアンス
に見えるが、そのためには社会自体がつながっていることが必要だ。社会がつながっていないとそういう環
境はつくれない。

施策の
方向
(共通)

●市のいろんな事業が縦割りのため見えづらい。いろんな施策が周知され使いやすくなるよう、見せ方を工夫
する必要がある。

●なるべくみんながわかりやすいように文字だけではなく矢印や図を多くするなど工夫が必要。

●今までの取り組みを続けていくのではなく、見える形にしたり連携できる形にしたりする等のパラダイムシ
フトが必要。

●包括的な計画となっているため、何が課題か見えづらい。6年間の計画期間の中で優先順位をつけて取り組
むことが必要。

●それぞれの分野の課題・悩みを共有しながら考えていくことが必要。

（参考）前回の分科会での委員意見（R2.7.2開催_令和2年度第1回）
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内容 ご意見

施策の
方向
(共通)

※続き

●新型コロナウイルスで潜在化していた問題が表面化したように、いつでも誰でも困る可能性がある。計画の
対象を子供や高齢者、障害者、犯罪者、ホームレス等と特定することなく、誰もが支えあいの対象になると
イメージを用意する必要がある。（再掲）

●6年間の短期目標など、進展がわかる数値目標を設定するなどの工夫も必要。

●資料1-1の9ページ（前回の分科会意見）「新しい考え方が出てきたから新しい組織や機関を作るという考
え方だけではなく、既存のものをどう生かすかという視点で考えることも大切」という考え方は非常に重要。

・福祉ニーズの多様化とともに、様々なボランティア、NPO組織等があるが、利用する側からみると情報共
有や連携などが複雑。

・一つの活動に多様な組織が関わっている場合があるが、役割分担が見えにくい。

・適正なスタッフや人員配置が必要

→既存の組織、関わる団体の職務、活動実績、課題、問題点などを整理点検、再評価、改善する場が必要。
［分科会後にいただいたご意見］

基本的
方向1の
施策

●単身の高齢者や障害者、出所者等の住まいが課題になっているため、居住支援をきちんと示す必要がある。

●氷河期世代への支援や8050問題などへの対応を盛り込むことが必要。

基本的
方向2の
施策

●組織の担い手の高齢化が深刻。このままでは近いうちに担い手が半分くらいになってしまう。活動実態の見
えない組織もある中で、担い手や団体の分析を進めながら風通しのいい組織を作っていくための具体的な解
決策を考えていく必要がある。

●コロナの問題にしても自然災害にしてもいつでも起こりうるもの。何かを決めるときには市域など範囲が大
きすぎると決まりづらい。区ごとに年齢層等異なるため、区ごとの集まりなどをもって決めてもらうことも
一つの方法。

●災害・防災・震災復興の部分を何らかの柱のような形で入れ込む必要がある。［分科会後にいただいたご意
見］

（参考）前回の分科会での委員意見（R2.7.2開催_令和2年度第1回）
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内容 ご意見

基本的
方向3の
施策

●氷河期世代への支援や8050問題などへの対応を盛り込むことが必要。（再掲）

●コロナ禍でリモートが促進されていくことも踏まえ、断らない相談支援体制をどう進めていくのかを検討す
る必要がある。

●社会に出てこない、困っても相談してこない方への支援も考える必要がある。

●精神障害を持つ方や更生保護対象者など、地域の中で支援が必要にも関わらず個人情報の観点から慎重な対
応が求められ、医療、福祉、司法の連携が必要であるが、コーディネートがうまくいかず苦労する。地域
医療という観点で自治体の介入支援が必要。［分科会後にいただいたご意見］

●福祉に関わる人が健康で夢を持てるような職場、環境の保全が必要。［分科会後にいただいたご意見］

再犯防止 ●「入口支援」、つまり矯正施設に入るのではなく、社会内で自立をさせていくところに福祉が関与していく
というところが重要になってくると思う。ここは地域福祉と一体のこの計画には盛り込みにくい部分である
ため、方向性や柱を別建てすることが必要。

●満期出所者は出所後、保護司や保護観察所の関わりがないため再犯率が高い。仮出所の場合も在所中に就労
支援等ができるのは仮釈放決定の1～2か月程度前など直前。あまり早くすると仮出所の期待を持たせてし
まうからだ。それぞれのセクションの課題を出しながら悩みを共有していくことが必要。

●資料1-1の9ページ（前回の分科会意見）「新しい考え方が出てきたから新しい組織や機関を作るという考
え方だけではなく、既存のものをどう生かすかという視点で考えることも大切」という考え方は非常に重要。

・再犯防止、更生保護分野の福祉については、特別にそうした名称の組織はなじまない。あくまで支援を必要
としている一市民として対応すべきものである。［分科会後にいただいたご意見］

●精神障害を持つ方や更生保護対象者など、地域の中で支援が必要にも関わらず個人情報の観点から慎重な対
応が求められ、医療、福祉、司法の連携が必要であるが、コーディネートがうまくいかず苦労する。地域
医療という観点で自治体の介入支援が必要。［分科会後にいただいたご意見］（再掲）

（参考）前回の分科会での委員意見（R2.7.2開催_令和2年度第1回）
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内容 ご意見

成年後見 ●今後単身高齢者等が増えていくため、市長申し立て案件が進みやすいよう、成年後見の拡充を図っていくこ
とが必要。

●市民後見人が受任できる体制づくりを考えていってほしい。

コロナの
影響

●サロンの再開にあたり、感染拡大防止のための配慮事項が多く主催者の負担が大きい。

●訪問調査ができないため、地域の状態を把握するのが難しい。

●一人暮らし高齢者等が話し相手を求めており、サロン等の再開を心待ちにしている。

●チラシの配布など、現状の中でできる活動を進めている。

●地域の祭りや防災訓練、体育祭などの行事がすべて中止になったため、地域のつながりが途切れないように
していかないと大変なことになる。

●障害のある方等への支援について、休校になった影響で障害のある子どもの日中の居場所として利用が増え
たデイサービスもある。不安はある中で、利用者の生活を支える福祉サービスをどう維持していくかが課題。

●手話通訳や盲ろう者への通訳のあり方等、人と接しなければできなかった支援の見直しを迫られているため、
そういう状況も読み取れる内容にしてほしい。

（参考）前回の分科会での委員意見（R2.7.2開催_令和2年度第1回）



12（参考）SDGs（持続可能な開発目標）について

SDGsと
本プランの関係

SDGs（Sustainable Development Goals）とは、2015年の国連サミットで採択された

2030年までの持続可能な開発目標。「誰一人取り残さない」を理念に、持続可能で多

様性と包摂性のある社会を実現するための17のゴールを定めている。

本プランの推進にあたっては、SDGsの理念や目標等を踏まえ、多様な主体と連携して

施策等に取り組んでいく。

SDGs

17のゴール


